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入札参加制限の緩和について（通知） 

 

 

 みだしの件につきまして、本市はこれまで公共工事の受注機会の均等及び市内業者の

育成、工事の品質確保や工期などを考慮し、１千万円以上の工事については、当該工事

の出来高が７０％を超えるまで新たな指名を制限する運用を行ってまいりました。 

しかしながら、近年の建設工事における入札結果の状況及び県内他市の運用状況も参

考に、下記のとおり入札参加制限の緩和を試行的に実施することと致しましたので、お

知らせいたします。 

 なお、本緩和措置は入札不調件数の改善を行う事を目的としている為、継続について

は、試行期間での入札不調率の改善状況を検証した上で改善が認められない場合には、

現行の出来高 70％を超えるまで指名制限を行う運用に戻すことも含め、今後改めて検討

致します。 

 

                  記 

 

１．緩和内容  現行：出来高７０％を超えるまで指名制限をする。 

改正：出来高５０％を超えるまで指名制限をする。 

 

２．入札参加制限の緩和を行う工種：全工種 

 

３．入札制参加制限の緩和試行期間：令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

４・適用日： 令和８年４月１日以降に入札を行う案件から適用する 
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